
 天理市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年９月30日 

天理市長 並 河  健  

天理市規則第27号 

   天理市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則 

 天理市立こども園条例施行規則（平成23年12月天理市規則第21号）の一部を

次のように改正する。 

 第２条の表中 

「    

を  天理市立前栽こども園 2 5 6人  

   」 

「    

に改める。 

 天理市立前栽こども園 2 5 6人  

 天理市立櫟本北こども園 1 4 7人  

   」 

 第 11条第１項中「第２条第１項各号」を「第２条各号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


